
BWCクラブハンディキャップ規定 (2018/1/1) 

 

1) 当規定の主旨 

・BWC（ブリック＆ウッドクラブ）は、プライベートクラブとして BWC クラブハンディキャップ（以下

クラブハンディ）の査定・登録などに必要な事項をこの規定に定める。 

・クラブハンディに関わる管理・運営・査定などの一切をハンディキャップ委員会（以下、当委員会）が

担当する。 

・BWCのアンダーハンディによる公式競技（月例会、理事長杯、赤ティー選手権）には、このクラブハン

ディを採用する。 

・前記以外のアンダーハンディによるあらゆる競技（コンペ）には、このクラブハンディ採用を推奨する。 

・クラブハンディは、小数点のない数値とする。 

 

2) クラブハンディの取得 

・BWC入会の全会員がクラブハンディを取得できる。 

・クラブハンディは、BWCにおいてプレイした過去2年以内の3枚以上のスコアカード提出または既に取得

した JGAハンディキャップインデックスがある場合は、それを基に当委員会が査定して決定する。 

・新規加入に際しては、登録料として金1,000円をクラブ事務局に納入する。 

 

3）有効期限と失効 

・BWC会員資格がある限り、取得したクラブハンディは有効とする。 

・ただし、当委員会の審議において、著しく不適当と見なした場合は、この間であってもクラブハンディ

を無効とする事もある。 

 

4) コースレーティング及びスロープレーティング 

・クラブハンディの査定に使用するレーティングは下記のとおりとする。 

 Back (黒) Regular (青) Front 1 (緑) Front 2 (白) Ladies (赤) 

男子コースレーティング 73.4 70.8 69.1 68.3 65.0 

男子スロープレーティング 133 128 125 125 117 

女子コースレーティング 80.6 77.4 75.3 74.5 70.4 

女子スロープレーティング 145 138 134 132 124 

 

5)査定対象のスコア 

・査定対象のラウンドは、BWC月例競技会、クラブ選手権予選、シニア選手権予選、スーパーシニア選手

権予選、理事長杯予選、ミュアヘッド杯、赤ティー選手権、レディース会とする。 

・上記18ホールのスコアに、ストロークコントロール修正したものを査定対象とする。 

（ストロークコントロールとは、ハンディ18以下は各ホールの2オーバーパーを、ハンディ19以上は3オー



バーパーを限度として調整すること。） 

 

6）査定方法と更新 

・クラブハンディ査定は、原則月１回以上行う。 

・査定は、査定対象のスコアとターゲットスコアを比較することで行う。 

（ターゲットスコアは、各使用ティーのレーティング（第４項記載）とクラブハンディにより計算する。） 

・査定対象のスコアがターゲットスコアを下回った場合は、クラブハンディを「1」減ずるが、同月内では

これを限度とする。 

・10月から3月までの6ヶ月間、又は4月から9月までの6ヶ月間に行われた上記ラウンドに於いて、その全

査定対象スコアの最も良いものが、ターゲットスコアを上回り、3～8オーバーの場合、ハンディを「１」

増やす。また、9オーバー以上の場合、ハンディを「2」増やす。 

・上記にて変更があったものは、翌月1日から新クラブハンディとして採用する。 

・その他、当委員会の審議により、特別に査定し、決定する場合がある。 

 

7）告知 

・変更のあったメンバーは、クラブ内に掲示する。及びハンディキャップボードの名札の位置を変更する。 

・要望があれば証明書の発行を事務局から行う。 

 

8）当規定の改定または変更 

・当規定の全ての事項の改訂や変更は、当委員会の裁量にて行うが、実施に際しては事前の告知をする。 

 

以上 

2018年1月1日 

BWCハンディキャップ委員会 

 


